
スポーツでまちづくり
ＮＰＯ法人ゴールドルーツスポーツクラブで行われている

『地域スポーツとトップスポーツの好循環プロジェクト』を紹介します

　文部科学省では平成23年度から、トップアスリー
トなどの優れた人材を活用し、地域スポーツとトップ
スポーツの好循環を実現することを目的とする『地域
スポーツとトップスポーツの好循環プロジェクト』を
実施しています。総合型地域スポーツクラブ（※）Ｎ

ＰＯ法人ゴールドルーツスポーツクラブ（上里町五明
地内）は文部科学省からモデル事業の実施を委託され
ており、町と協同・連携し、平成25年度同事業を実
施しています。この事業へは全国61団体、埼玉県で
は３団体が選任されています。

「地域スポーツとトップスポーツの好循環プロジェクト」概要図

連絡
・
調整

連絡
・
調整

好環境の実現

トップアスリート
による支援

地域課題解決の取組
（企画・立案）

体育の授業等の
支援

「小学校体育活動コー
ディネーター」として
アスリートスタッフを
派遣

町内の保育園での基
礎体力、コミュニケー
ション能力の向上プ
ログラムを実施 等

地域ジュニアアス
リート等を支援

保育園学校
（運動部活動）

小学校
（体育）連携・協同

モデル事業
実施委託

上里町

ゴールド
ルーツ
スポーツ
クラブ

文部科学省

※地域住民により自主的・主体的に運営されるスポーツクラブ。市町村や地域スポーツ団体と協力し豊かな地域社会をめざす団体。
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アスリートスタッフに聞きました
　小学校の体育の授業で
は、運動が苦手な子ども
への補助がメインになり
ます。苦手なものを克服
することで自信が付くと
考えています。「やればで
きる」ことを子どもたちに
実感させて、ほかのもの
にもチャレンジしようと
思わせることができた時
はやりがいを感じます。

　保育園での事業では、
全身を使うような様々な
動きをさせて、どのス
ポーツにも対応できるよ
うな体作りを行いました。
その上で、子どもたちに
「またやりたいな」「運
動って楽しいな」と感じ
てもらい、スポーツを始
めるきっかけになればと
思います。

石川裕次郎さん
主な競技成績

帝京大学サッカー部出身
ＦＣ東京Ｕ―１８

日本クラブユース選手権優勝
高円宮杯準優勝

関輪準乃介さん
主な競技成績

国士舘大学サッカー部出身
プリンスリーグ出場
インターハイ出場

　

拠
点
ク
ラ
ブ
（
ゴ
ー
ル
ド
ル
ー

ツ
）
に
お
け
る
ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー

ト
を
活
用
し
、
地
域
の
ジ
ュ
ニ
ア

ア
ス
リ
ー
ト
等
を
育
成
し
ま
す
。

ゴ
ー
ル
ド
ル
ー
ツ
で
は
、
上
里
中

学
校
サ
ッ
カ
ー
部
・
上
里
北
中
学

校
サ
ッ
カ
ー
部
を
根
岸
隆
雄
コ
ー

チ
が
指
導
し
て
い
ま
す
。

　

根
岸
コ
ー
チ
は
国
体
出
場
や

全
国
社
会
人
サ
ッ
カ
ー
大
会
入

賞
、
女
子
社
会
人
サ
ッ
カ
ー
（
現

な
で
し
こ
）
監
督
の
経
験
の
あ
る

「
ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
」
で
す
。

　

近
年
、
幼
少
期
の
遊
び
の
変
化

と
ス
ポ
ー
ツ
離
れ
の
進
行
の
影
響

で
、
遊
び
や
ス
ポ
ー
ツ
の
中
で
養

わ
れ
る
べ
き
運
動
神
経
の
発
達
の

低
下
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス

キ
ル
の
低
下
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ

こ
で
、
体
を
動
か
す
機
会
を
増
や

し
ス
ポ
ー
ツ
を
始
め
る
き
っ
か
け

づ
く
り
を
行
う
と
共
に
、
心
身
の

発
達
発
育
の
促
進
を
図
り
ま
す
。

中
央
保
育
園
、
長
幡
保
育
園
で
実

施
さ
れ
、
友
達
と
一
緒
に
ボ
ー
ル

遊
び
を
し
な
が
ら
、
基
礎
体
力
と

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
向

上
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

小
学
校
全
体
の
体
育
活
動
や
体

育
的
活
動
の
計
画
を
補
助
し
、
担

任
と
の
チ
ー
ム
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
で

体
育
の
授
業
に
取
り
組
み
ま
す
。

上
里
東
小
学
校
に
２
名
、
長
幡
小

学
校
に
１
名
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
が
派
遣
さ
れ
、
学
年
や
ク
ラ

ス
を
問
わ
ず
す
べ
て
の
体
育
の
授

業
が
対
象
。
担
任
１
人
で
は
手
が

届
か
な
い
部
分
も
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
に
よ
る
サ
ポ
ー
ト
が
入
り
ま

す
。
で
き
る
子
は
伸
ば
し
、
で
き

な
い
子
は
手
助
け
。
子
ど
も
た
ち

は
「
贅
沢
」
な
環
境
の
中
、
中
身

の
濃
い
体
育
の
授
業
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

地域スポーツとトップスポーツの
好 循 環 推 進 プ ロ ジ ェ ク ト３つの柱

北中サッカー部を指導する根岸コーチ

私立高校で保健体育の教員経験の
ある若松紀子さんが長幡小で指導

神経系の運動能力を高める
コーディネーショントレーニングを実施

ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
等
に
よ
る

巡
回
指
導
の
実
施

地
域
課
題
解
決
に
向
け
た

取
り
組
み
の
推
進

小
学
校
体
育
活
動

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
派
遣

児
童
の
声
　
い
つ
も
い
て
く
れ
る
か
ら
、

ど
う
や
る
の
か
わ
か
ら
な
い
と
き
は
す
ぐ
聞

け
て
う
れ
し
い
。
も
っ
と
教
わ
り
た
い
。
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上里町人事行政の運営等の状況
　人事行政の公平性・透明性を高めるため、平成24年度の町職員の任用や給与、勤務条件、福利厚生
などの状況を公表します。

２．職員給与の状況
（１）人件費の状況（普通会計決算）

町人口
（22年度末）

歳出額
（Ａ） 実出収支 人件費

（Ｂ）
人件費率

（Ｂ／Ａ）

人 千円 千円 千円 ％
30,735 8,034,708 357,024 1,385,028 17.2

※人件費には特別職に支給される給料等を含みます。

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

職員数
（Ａ）

給与費 1人あたり
の給与費

（Ｂ／Ａ）給料 職員手当 期末･勤勉
手当 計（Ｂ）

人 千円 千円 千円 千円 千円
151 605,406 93,518 238,925 937,849 6,210 

※職員手当には退職手当を含みません。
※職員数は平成24年４月１日現在の人数です。

（３）平均年齢、平均給料月額、平均給与月額の状況

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一般行政職 45.7歳 342,400円 375,000円

※「平均給料月額」とは、平成24年４月１日における基本給の平均です。
※「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域

手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したも
のです。

（４）初任給の状況

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一般行政職 45.7歳 342,400円 375,000円

（５）行政職の級別職員数の状況

区分 上里町

一般行政職

※上里町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
※標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職

務です。

１．職員の任免及び職員数に関する状況（平成24年度）
※（　）内は女性数であり内書きです。
（１）職員の採用の状況　　　　　　　　 （単位：人）

（２）職員の退職の状況　　　　　　　　（単位：人）

事務職 技術職 保育士 合計

定年退職 4（2） 1（0） ― 5（2）

勧奨退職 ― ― ― ―

自己都合退職 ― 1（1） ― 1（1）

その他
（死亡・免職・失職）― ― ― ―

合計 4（2） 2（1） ― 6（3）

（３）部門別職員数の状況と主な増減理由  （単位：人）

部門 区分
職員数 対前年 

増減数
主な
増減理由平成21年 平成22年

一般行政部門

議会 3 3 0

総務企画 37 37 0

税務 19 19 0

民生 42 41 △ 1 事務の統廃合

衛生 8 8 0

労働 0 0 0

農林水産 11 11 0

商工 1 1 0

土木 13 12 △ 1 事務の統廃合

小計 134 132 △ 2

特別行政部門
教育 21 20 △ 1 事務の統廃合

小計 21 20 △ 1

営企業等部門

水道 8 8 0

下水道 4 5 1 業務増

その他 15 15 0

小計 27 28 1

合計 182
[203]

180
[203]

△ 2

※職員数は教育長を含む一般職に属する職員数です。
※〔　〕は条例定数の合計です。

町人口
（年度末）

歳出額
（Ａ） 実出収支 人件費

（Ｂ）
人件費率

（Ｂ／Ａ）
　　　　人 　　　千円 　　　千円 　　　千円 　　　　％

30,763 8,420,529 621,207 1,289,561 15.3

一般行政職

12（5）

事務職 技術職 保育士 合計

定年退職 8（4） ― 1(1) 9（5）

勧奨退職 2（1） ― ― 2（1）

自己都合退職 2（0） ― ― 2（0）

その他
（死亡・免職・失職） ― ― ―

合計 12（5） ― 1（1） 13（6）

職員数
（Ａ）

給与費 1人
あたりの
給与費

（Ｂ／Ａ）給料 職員手当 期末･勤勉
手当

計
（Ｂ）

人 千円 千円 千円 千円 千円
152 553,307 53,908 195,434 802,649 5,281 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一般行政職 42.5歳 320,400円 353,918円

部　門 区　分
職員数 対前年 

増減数 主な増減理由
平成23年 平成24年

一般行政部門

議 　 会 3 3 0

総務企画 36 34 △ 2 欠員不補充

税 　 務 18 18 0

民 　 生 38 39 1 欠員補充

衛 　 生 8 8 0

労 　 働 0 0 0

農林水産 11 10 △ 1 業務減

商 　 工 1 1 0

土 　 木 11 11 0

小 　 計 126 124 △ 2

特別行政部門 教 　 育 25 26 1 業務増

公営企業等
部門

水 　 道 8 7 △ 1 事務の見直し
による配置換

下 水 道 5 5 0

そ の 他 15 15 0

小 　 計 28 27 △ 1

合計 179
［203］

177
［203］

△ 2
［0］

区分 上里町

一般行政職
大卒 178,800円

高卒 149,800円

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比

６級 課 長 ・ 参 事 17人 14.5％

５級 課 長 補 佐 14人 12％

４級 係 長 ・ 主 査 23人 19.7％

３級 主 任 43人 36.7％

２級 主 事 ・ 技 師 3人 2.6％

１級 主事補・技師補 17人 14.5％

問合せ…総務課秘書人事係【☎35－1234】
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（３）年次有給休暇の取得状況

４．職員の分限及び懲戒処分の状況

５．職員の服務の状況
（１）職員の守るべき義務の概要
　「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のため
に勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれ
に専念しなければならない。」と規定しています。この根本
基準を実現するため、地方公務員法は、職員に対し、信用
失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、
政治的行為の制限、争議行為の禁止、営利企業等の従事
制限など、服務上の強い制限を課しています。

（２）職務専念義務免除の状況

（３）営利企業等従事の許可状況

※職員は、任命権者の許可を受けなければ、報酬を得ていかなる
事業若しくは事務にも従事してはならないとされています。

６．職員の研修の状況

７．公平委員会の業務の状況

（６）職員手当の状況

区分
標準的な職務内容構成比
14.4％
12.7％
22.0％
41.5％
6.8％
2.5％

（７）特別職の報酬等の状況

３．職員の勤務時間その他の勤務条件等の状況
（１）勤務時間の概要

（２）育児休業の取得状況

手当名 支給内容等

期末・勤勉手当 ・期末手当　6月期：1.225月分　12月期：1.375月分
・勤勉手当　6月期：0.675月分　12月期：0.675月分

退職手当

（自己都合） （勧奨・定年）

勤続20年 23.50月分 30.55月分

勤続25年 33.50月分 41.34月分

勤続35年 47.50月分 59.28月分

最高限度額 59.28月分 59.28月分

特殊勤務手当 ・2種類（感染症防疫業務、行旅病人処置）
　1件につき、それぞれ条例に定める額

時間外勤務手当・支給総額　23,013千円

扶養手当
・配偶者 13,000円
・子等 6,500円
・扶養特定期間加算 5,000円

住居手当 ・借家限度額 27,000円

通勤手当
・交通機関利用者：運賃相当額（限度額55,000円）
・自動車等利用者：2㎞以上から距離に応じて支給

管理職手当
・課長　　 10/100
・課長補佐　8/100

区分
給料月額等

（　）は減額措置の額 他町における最高／最低額

給
料

町長 770,000円（616,000円） 931,000円／514,000円
副町長 640,000円（512,000円） 768,000円／461,000円
教育長 602,000円（511,700円） 650,000円／511,700円

報
酬

議長 311,000円 452,000円／275,000円
副議長 253,000円 372,000円／213,300円
議員 222,000円 340,000円／192,600円

期
末
手
当

町長
副町長
教育長

（24年度支給割合）
3.95月分　　　役職加算15％

※町長・副町長は20％減額・教育長は15％減額あり
議長

副議長
議員

（24年度支給割合）
3.95月分　　　役職加算15％

退
職
手
当

（算定方式） （支給時期）
町長 退職時給料月額×48月×0.35×1.15

任期ごとに支給副町長 退職時給料月額×48月×0.21×1.15
教育長 退職時給料月額×48月×0.20×1.15

１週間の勤務時間 38時間45分　（国：38時間45分）

１日の勤務時間 午前8時30分～午後5時15分まで

休憩時間 正午～午後1時まで

休業の種類

休業者の内訳

育児休業 部分休業

取得者 うち新規 取得者 うち新規

取得者合計 11人 4人 1人 1人

うち女性 11人 4人 － －

うち男性 ― ― 1人 1人

平成23年度 平成24年度

平均取得日数 9日1時間23分 8日3時間50分

分限処分
免職 降任

休職
降給

病気 起訴

― ― ― ― ―

区分 件数

研修を受ける 67件

厚生事業に参加 ―

その他任命権者が認めた場合 352件（心身の健康づくり、人間ドック等）

許可件数 許可事例

5件 居住する地域の役員となる場合・国の統計調査
に従事する指導員及び調査員・消防団員

研修体系 コース数 参加人員

児玉郡市広域総合センター研修 11 59人

自治人材開発センター関係 1 8人

区分 件数

勤務条件に関する措置の要求の状況 0件

不利益処分に関する不服申立ての状況 0件

懲戒処分
免職 停職 減給 戒告

― 1人 ― ―
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国民年金保険料納付のご案内について
民間委託を実施しています

 国民年金コーナー №352

　過去２年の国民年金加入期間のうち、保険料の
納付が確認できない期間がある場合、委託事業者
から電話・文書等で納付のご案内をさせていただ
く場合があります。この委託は、日本年金機構が
行っていた国民年金保険料の収納業務の一部を民
間業者に委託し、低コストでより良いサービスの
提供を目指すものです。
※民間委託についての詳細は日本年金機構ホーム

ページ（http://nenkin.go.jp/）をご覧ください。

委託事業者（平成25年12月１日現在）
㈱アイヴィジット（東京都渋谷区代々木2－2－1）
問合せ…アイヴィジット国民年金窓口
　　　【☎0120－756－133（午前９時～午後９時）】

納税相談窓口
休日開庁・夜間開庁のお知らせ

◆ 12月の開庁日
　○休日（午前８時30分～正午）　12月８日㈰
　○夜間（午後８時まで）　　　　12月25日㈬
※夜間は庁舎西入口（夜間入口）からお入りください。

◆窓口・問合せ
　税務課収税係【☎35－1220】

個人住民税の均等割が引き上げになります
　個人住民税（個人町民税・県民税）は、町や県の
サービスを行うために必要な費用を、その負担能力に
応じて広く負担していただく税です。１月１日現在、
住所のある市町村で前年中の所得に基づいて課税され
ます。税額は、均等に負担していただく「均等割」と、
前年所得に応じて納めていただく「所得割」の合計額
です。
　このたび、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保
に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、地方公共団体が実施する防災に必要な財源を確保するため、
平成26年度から平成35年度までの10年間、個人住民税の「均等割」が引き上げになります。

■個人住民税の納税義務者

納税義務者（住民税を納める方） 納める税額
均等割 所得割

町内に住所がある方 ○ ○

町内に事務所・事業所または家
屋敷がある方で、町内に住所が
ない方

○ ―

■均等割の税額

現行（年額） 引き上げ後（年額）

個人町民税 3,000円 3,500円

個人県民税 1,000円 1,500円

合計 4,000円 5,000円

※個人住民税が非課税の方は引き上げによる影響は
　ありません。

　町民の皆さんの安全・安心を守るために使われます。ご理解、ご協力をお願いします。
問合せ…税務課住民税係【☎35－1221内線1131・1132・1133】

こんなことに使われます
●小学校施設耐震改修
●防災無線設備改修　など

～ストップ！滞納～
『県税・市町村税

　滞納整理強化期間』実施中！
税は納期限内に納めましょう。

平成26年
度から
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平成25年工業統計調査を実施します

経済産業省・埼玉県・上里町

年末年始のごみ収集停止等のお知らせ
◆ごみ収集日程

27日 28日 29日 30日 31日 1月1日 2日 3日 4日 5日 6日
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

小山川クリーンセンター 
自己搬入受入 ○ × ○ ○ × × × × × × ○

可燃ごみ
七本木 賀美

長幡

七本木

ごみ収集停止

賀美
長幡上里東 上里東

神保原 神保原

不燃ごみ 長幡 神保原

資源ごみ

◆小山川クリーンセンターへの搬入
　12月30日㈪まで
　（受入時間）午前８時40分～正午
　　　　　　午後１時～４時30分
◆リクエスト収集
　12月９日㈪・16日㈪・23日（月・祝）
　※役場受付は12月19日㈭まで
◆生し尿・浄化槽汚泥の汲み取り
　年末は混みますので、早めの予約をお願いします。
　（予約先）　㈲上里総業【☎33－6776】
問合せ…まち整備環境課生活環境係【☎35－1226】

［休館日］12月30日㈪～１月２日㈭
※12月29日㈰は、プールのみ午後６時で営業終了と
　なります。新年は、３日㈮から営業を開始します。
問合せ…余熱利用施設「湯かっこ」【☎22－8126】

余熱利用施設「湯かっこ」の
年末年始の休館日のお知らせ

　農業委員会委員の選挙権を有する方は、選挙人
名簿への登載申請が必要です。
　登載申請用紙は、農家組合長を通じて配布しま
す。届かない方はお問い合わせください。
対象…町内に住所を有する平成６年４月１日以前

に生まれた方で、平成26年１月１日現在に
おいて次のいずれかに該当する方

① 10アール以上の農地で耕作の業務を営む方
② ①の同居の親族またはその配偶者で、年間お

おむね60日以上耕作に従事する方
③ 10アール以上の農地で耕作の業務を営む農業

生産法人の組合員、社員または株主で年間お
おむね60日以上耕作に従事する方

申請期間…平成26年１月６日㈪～14日㈫
※農業委員会委員選挙人名簿は、毎年更新してい

ます。各種証明等にも必要となりますので、該
当する方は期間内に必ず申請してください。

問合せ…農業委員会事務局【☎35－1235】

　工業統計調査は我が国の工業の実態
を明らかにすることを目的とした統計
法に基づく報告義務がある重要な統計
です。
　調査結果は中小企業施策や地域振興
などの基礎資料として利活用されます。
調査時点は平成25年12月31日です。調
査票へのご回答をお願いいたします。

問合せ…産業振興課農政商工係【☎35－1232】

工業統計キャラクター
コウちゃん

　埼玉県最低賃金が平成25年10月20日から時間額
785円に改定されました。なお、特定の産業につ
いては別途産業別最低賃金が適用されます。詳細
は、埼玉県労働局賃金室または最寄りの労働基準
監督署へお問い合わせください。

問合せ…埼玉労働局賃金室【☎048－600－6205】
　　　　埼玉県最低賃金総合相談支援センター
　　  　　　　　　　　　 【☎048－641－3613】

農業委員会委員
選挙人名簿の登載申請

BBBB埼玉県最低賃金が改正
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